
 

 

寄せられたご意見と回答(令和４年 12月受付分)                      

 

令和４年 12月に広聴広報課で受け付けた主なご意見と回答・処理経過について、要旨を掲

載します。 

なお、掲載内容はご意見をいただいた当時のものであり、現在の状況とは異なる場合があ

ります。 

１ 高齢者等への図書宅配サービスについて 

□ ご意見の要旨 ■ 回答・処理経過の要旨 所管課 

□月に一度でも高齢者や心身の障害がある区民に対して図書の配本サービス

を提供してほしい。 

■大田区立図書館では大田区内在住、在勤、在学で身体障害者手帳をお持ち

の方や要支援・要介護認定を受けている方などは、障がい者サービス利用登

録を行っていただいたうえで、区内にお住まいの方であれば宅配サービスを

利用することができる。最寄りの図書館に相談していただきたい。（愛の手帳

をお持ちの方も相談できます） 

大田図書館 

電話 03-3758-3051 

２ 帯状疱疹ワクチン 

□ ご意見の要旨 ■ 回答・処理経過の要旨 所管課 

□大田区でも帯状疱疹ワクチンの助成をお願いしたい。 

■成人の 90％以上が感染しているといわれている水痘（水ぼうそう）ウイル

スによる帯状疱疹の発症及び重症化を予防する帯状疱疹ワクチンについては、

現在国の厚生科学審議会において、導入に最適な接種年齢と期待される効果、

安全性などについて慎重に議論が行われている。 

区では、帯状疱疹ワクチンの助成について、こうした国の動向を踏まえて

検討していく。 

感染症対策課 

感染症対策担当 

電話 03-5744-1263 

３ 大田区子育て世帯生活支援臨時特別給付金について 

□ ご意見の要旨 ■ 回答・処理経過の要旨 所管課 

□本給付金については物価高騰による食費等の支出増加など、子育て世帯の

実情を踏まえた給付金と説明されているが、給付金支給額は１世帯にたいし

て一律 15,000 円の給付となっている。なぜ 15,000 円なのか理由を知りたい。 

■本給付金の支給金額について、政府によると、物価高騰による負担増を踏

まえた給付金の考え方として、ひと世帯当たりひと月５千円が物価高騰相当

分であるとしており、これに基づき、今年度の物価高騰のピークにあたる３

か月分を支給することとした。 

子育て支援課 

こども医療係 

電話 03-5744-1275 

 


